
自転車の「交通反則通告制度」

が適用されます

　令和8年4月1日から、１６歳以上の自転車運転者を

「交通反則通告制度」（いわゆる「青切符」）の対象とする

  規定が施行されます。

～自転車安全利用五則～

　１．車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先

　２．交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

　３．夜間はライトを点灯

　４．飲酒運転は禁止

　５．ヘルメットを着用

　自転車は「車道通行」が原則であり、道交法で自転車は

「軽車両」とされ車と同様に車道左端を走るよう定められ

ています。ただし、例外として１３歳未満の子どもや７０歳

以上の方や身体が不自由な方、「普通自転車の歩道通行可」

の標識、表示がある場所は歩道を走ることができます。

　

　歩道走行ができる年齢にもかかわらず車道を走り、事故の

危険性がある為、子どもや高齢者は無理して車道を通らない

よう呼び掛けて注意していきたいですね。また、歩道を走る

場合も交通ルールを守っていき、安全の為、ヘルメットは

しっかり着用していきたいですね。

 交差点では一時停止しましょう
道路標識などにより「止まれ」など一時停止すべきことが指定されている時は、一時停止しないと

ドライバーは一時不停止の違反に問われます。

　一時不停止は、大きな事故に繋がりやすい危険な行為ですが、運転に慣れ

てしまい、きちんと停止しないで走行してしまうドライバーがいるのも、事

実です。事故の原因にもなりやすい行為なので、 一時停止を遵守し安全に

運転しましょう。

編集後期

　　今年の新年の幕開けは雪から始まりました。いっきに積もった雪を見ると、今までの

　温暖化が嘘のような、すっかり冬を感じられたお正月となりました。

　　今年は午年です。午年は昔から躍動・成功・勝負運を象徴する干支とされています。

　まっすぐ前へ進む力強さから事業が発展する年、努力が実を結ぶ年ともいわれています。

　　～事故のないお国自慢は鳶巣から～のスローガン通り、鳶巣地区のみんなさんが事故に

　逢うことなく穏やかな一年であることを心から願っています。

　詳しくは下記のＱＲコードから    

警視庁のＨＰをご覧ください。




